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◆◆◆毒物劇物業務上取扱者(法第 22 条第 1項該当者)届出の手引き◆◆◆ 

 

◎ 提出部数：２部（１部に押印し、返却します。） 

◎ 届出書の提出先： 

名   称 所 在 地 

寝屋川市保健所 

保健総務課 医事薬事担当 

寝屋川市八坂町 28-3 

電話(072)-829-7771 

 

 

1 毒物劇物業務上取扱者について 

毒物劇物を製造・輸入または販売、授与するのではなく、原材料として使用または運送する等毒物劇

物をその業務上取り扱う者を、毒物劇物業務上取扱者と呼びます。 

 毒物劇物業務上取扱者は、次の２つに分類されます。 

⑴ 届出を要する業務上取扱者（法第 22条第１項）  

→    

 

⑵ 届出を要しない業務上取扱者（法第 22条第５項）  

→    

 

※ 具体的に各事業者が上記⑴･⑵どちらの業務上取扱者に該当するかは P.６～８【参考資料】をご参

照ください。 

 ※ 上記⑴に該当する場合は、届出が必要です。 

 

２ 毒物劇物業務上取扱者（法第 22条第１項該当者）新規届出について 

届出を要する毒物劇物業務上取扱者は、次の書類を添えてこれらの毒物劇物を取り扱うようになっ

た日から 30日以内に届け出る必要があります。（毒物及び劇物取締法第 22条） 

 

○ 次の事項に該当する場合には新規届出が必要です。 

⑴ 初めて事業を行う場合 

⑵ 経営者が変わる場合 （営業権の相続、譲渡など） 

⑶ 組織変更の場合   （届出者が個人⇔法人、法人の合併など） 

⑷ 業務の種類が変わる場合 

 （電気めっきを行う事業から金属熱処理を行う事業に種類を変更する場合など） 

⑸ 事業場を移転した場合 

 （事業場所在地が変わった場合） 

※ 寝屋川市外から寝屋川市内に移転した場合は新規届出が必要となりますが、寝屋川市内で移

転した場合は変更届になります。仮の事業場を開設する場合も同様です。なお、寝屋川市内か
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ら寝屋川市外へ移転する場合の届出については、移転先の自治体にご確認ください。 

 

３ 新規届出に必要な書類（各２部：１部に押印し、お渡しします。） 

提出書類 注意事項等 

① 
毒物劇物業務上取扱者届書（毒物及び劇

物取締法施行規則 別記第 18号様式） 

 

② 

事業場の平面図 ※１ ○ 定規等を用いて正確に作成すること。 

○ 寸法、方角等を記載すること。 

  青写真又はそれに準ずるものがあれば、それを

使用すること。○ 電気めっき業、金属熱処理業、

しろあり防除業にあっては、毒物劇物保管場所を

明確に記載すること。また、運送業にあっては事

務所及び車庫を明記すること。 

○ 電気めっき業、金属熱処理業にあっては、無機

シアン化合物又はその製剤を使用する場所や廃

水処理設備等の設置場所を明記すること。 

○ 事業場の所在地と離れた場所に倉庫（運送の事

業においては車庫）等がある場合は、その所在地

も記載すること。 

③ 

毒物劇物保管場所・保管庫の概要 ※２

（運送業にあっては毒物劇物運搬車両

の写真） 

 

○ 施錠設備等及び「医薬用外毒物、劇物」の表示

が分かるように記載すること。 

○ 保管場所は P.８～10記載の「設備基準等」を

満たす必要があります。 

④ 申請者が法人の場合は登記事項証明書 ○ 発行後、６か月以内のもの 

⑤ 

毒物劇物取扱責任者設置届 

（毒物及び劇物取締法施行規則 別記第

８号様式） 

○ 詳細は「毒物劇物取扱責任者設置届(販売業・

業務上取扱者)の手引き」を参照してください。 

⑥ 
毒物劇物取扱責任者の資格を証する書

類 

○ 詳細は「毒物劇物取扱責任者設置届(販売業・

業務上取扱者)の手引き」を参照してください。 

⑦ 

毒物劇物取扱責任者の診断書 ○ 「精神機能の障害に明らかに該当がない」「麻薬、

大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者でない」こと

が診断されていること。 

○ 発行後３ヶ月以内のものであること。 

○ 診断した者には必ず「医師」の肩書きがあるこ

と。 

⑧ 
毒物劇物取扱責任者の誓約書 ○ 毒物劇物取扱責任者が第８条第２項第４号に

該当しない旨の誓約書。 



3 

 

 

  

（寝屋川市の「毒物劇物取扱責任者設置届」の様式

を使用する場合は省略可。） 

⑨ 

使用関係証明書又は雇用契約書の写し ○ 使用関係証明書等には次に掲げる項目が記載

されていること。 

①勤務時間 ②休日  

③毒物劇物取扱責任者として専任する旨 

○ 雇用主が法人にあっては、法人の名称及び代表

者名を記載すること。 

☆ 毒物劇物取扱責任者が代表取締役であるとき、

使用関係証書を添付する代わりに、下記のように

備考欄に記載すること。 

（記載例） 

「毒物劇物取扱責任者は代表取締役と同一人であ

ることから、使用関係証書を省略する。 

１．勤務時間･･････ 

２．休日･･････ 

３．毒物劇物取扱責任者として専任する」 
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※１ 事業場の平面図 

【平面図記載例】 

 

※２ 毒物劇物保管場所（毒物劇物運搬車両）の写真 

⑴ 毒物劇物保管場所にあっては施錠及び「医薬用外毒物、劇物」の表示が確認できるもの。 

⑵ 毒物劇物運搬車両にあっては、0.3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として｢毒｣と表

示した標識及び｢医薬用外毒物、劇物｣の表示及び名称・成分の表示が確認できる車両毎の車体

前後の写真。 

 

４ 毒物劇物業務上取扱者届書の記載上の留意点 

⑴ 事業場種類欄には、次の政令で定める事業の区分により当てはまる数字を記載すること。 

ア 令第 41条第１号に規定する事業（電気めっきを行う事業） 

イ 令第 41条第２号に規定する事業（金属熱処理を行う事業） 

ウ 令第 41条第３号に規定する事業（毒物劇物の運送の事業 ※注） 

エ 令第 41条第４号に規定する事業（しろありの防除を行う事業） 

※注 最大積載量が 5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽
けん

引自動車(以下「大型自動車」という。)

に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積

載して行う毒物又は劇物の運送の事業 
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⑵ 事業場の名称は、「○○工場」、「××営業所」まで記載すること。 

   届出される事業場の所在地及び事業場の名称を記載すること。 

所在地は、住居表示のとおり記載し、ビル等の場合は、「○○ビル△階」等詳しく記載すること。 

⑶ 取扱品目欄には、電気めっき業及び金属熱処理業にあっては、無機シアン化合物名又は無機シア

ン化合物を含有する製剤名を、運送業にあっては、施行令別表第２の 23品目のうち取り扱う品目を、

しろあり防除業にあっては砒素化合物名又は砒素化合物を含有する製剤名を記載すること。 

なお、取扱品目が多くてこの欄に書けない場合は、｢別紙のとおり｣と記載し、別紙を添付するこ

と。 

⑷ 届出年月日は、提出日を記載すること。 

⑸ 届出者の住所は、個人にあっては現住所、法人にあっては登記されている本店の所在地を記載す

ること。 

⑹ 届出者の氏名は、法人の場合、登記された法人名及び代表者名を記載すること。 

 

５ 書類の省略について 

 ⑴ 省略ができる添付書類と条件 

ア 登記事項証明書 

(ｱ) 薬局又は店舗販売業の許可を有している者または許可申請中の者が、本市内で新たに毒物劇

物業務上取扱者の届出を行う場合 

(ｲ) 毒物劇物販売業の登録を受けている者又は毒物劇物業務上取扱者の届出を行っている者が、

本市内で新たに毒物劇物業務上取扱者の届出を行う場合 

(ｳ) 毒物劇物業務上取扱者の届出を行っている者が、同じ場所で毒物劇物業務上取扱者の届出の

種類を変えて届出を行う場合 

※ただし、内容に変更がない場合に限る 

イ 毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類 

   （資格を証する書類、診断書、雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類） 

(ｱ) 毒物劇物販売業の登録を受けている者が、同じ場所で新たに毒物劇物業務上取扱者の届出を

行う場合 

※毒物劇物取扱責任者が毒物劇物販売業と同一の者の場合 

(ｲ) 毒物劇物販売業及び毒物劇物業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者が異動により、本市内の同

一経営者の新たな毒物劇物業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者になった場合(雇用契約書の写

し又は使用関係を証する書類は要) 

 

⑵ 添付書類を省略する場合の届出書の備考欄への記載 

（記載例） 

ア 本届出に係わる添付書類（○○○○○）は毒物劇物販売業（第○○○○○号）の申請書（変

更届）に添付済み。 

イ 本届出に係わる添付書類（○○○○○）は○年○月○日届出の毒物劇物業務上取扱者の届書

に添付済み。 
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【参考資料】 

１ 要届出業務上取扱者について（法第 22条第１項） 

下表の左欄に掲げる業種で、右欄に掲げる毒物劇物を取り扱う事業者が該当します。 

※いずれも寝屋川市に届出が必要です。 

（施行令第 41条、第 42条、別表第２） 

「要届出業務上取扱者」の業種 「業務取扱上届出を要する毒物劇物」の種類 

①電気めっきを行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 

②金属熱処理を行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 

③最大積載量が 5,000キログラム（5トン）

以上の自動車、若しくは被牽
けん

引自動車（以

下「大型自動車」という。）に固定された

容器を用い、又は内容積が 1,000リットル

以上（四アルキル鉛を含有する製剤のみ

200 リットル以上）の容器を大型自動車に

積載して行う毒物又は劇物の運送の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 黄燐
りん

 

二 四アルキル鉛を含有する製剤 

三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製

剤で液体状のもの 

四 弗
ふっ

化水素及びこれを含有する製剤 

五 アクリルニトリル 

六 アクロレイン 

七 アンモニア及びこれを含有する製剤（アンモニア

10%以下を含有するものを除く。）で液体状のもの 

八 塩化水素及びこれを含有する製剤（塩化水素 10%以

下を含有するものを除く。）で液体状のもの 

九 塩素 

十 過酸化水素及びこれを含有する製剤（過酸化水素

6%以下を含有するものを除く。） 

十一 クロルスルホン酸 

十二 クロルピクリン 

十三 クロルメチル 

十四 硅
けい

弗
ふっ

化水素酸 

十五 ジメチル硫酸 

十六 臭素 

十七 硝酸及びこれを含有する製剤（硝酸 10%以下を含

有するものを除く。）で液体状のもの 

十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤（水酸化

カリウム 5%以下を含有するものを除く。）で液体状

のもの 

十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤（水酸

化ナトリウム 5%以下を含有するものを除く。）で液

体状のもの 

二十 ニトロベンゼン 

二十一 発煙硫酸 

二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤（ホ

ルムアルデヒド 1%以下を含有するものを除く。）で

液体状のもの 

(1) 
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二十三 硫酸及びこれを含有する製剤（硫酸 10%以下を

含有するものを除く。）で液体状のもの 

④しろありの防除を行う事業 砒
ひ

素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 

   

※ 「○○を含有する製剤」とは： 

毒物及び劇物指定令において「○○を含有する製剤」と規定されている物質で、濃度の指定がない

場合には、当該物質を含有する製剤はその濃度によらず毒物又は劇物と見なされます。ただし、毒物

又は劇物たる成分を含有していたとしても、当該成分が製造過程等に由来する不純物の場合は毒物又

は劇物の対象物とは見なしません。 

※ 「○○を含有する製剤」と書いていないものは「原体」のみを指します。 

※ 「原体」とは：原則として化学的純品を指すものですが、製造過程等に由来する不純物を含むもの、

あるいは純度に影響のない程度に香を付け、又は着色したものは原体と見なされます。 

 

○ 要届出業務上取扱者には次のような規制があります。 

⑴ 業務の届出（法第 22条第１項） 

事業場ごとに、届出を要する毒物劇物をその業務上取り扱うこととなった日から、30 日以内に、

次の事項を届け出なければなりません。 

・氏名及び住所（法人の場合には、その名称及び主たる事務所の所在地） 

・当該事業場で取り扱う毒物劇物の品目 

・事業場の所在地及び名称 

届出を要する毒物劇物を業務上取り扱わないことになったとき、又は上記届出事項を変更したと

きは、廃止届や変更届が必要となります。（法第 22 条第３項） 

⑵ 毒物劇物取扱責任者の届出（法第 22条第４項で準用する法第７条第３項） 

要届出業務上取扱者は、その事業場ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならず、置

いたとき又は変更したときには、その事項を届け出なければなりません。 

     

※ 毒物劇物取扱責任者の資格（法第８条第１項） 

・ 次の者でなければ、毒物劇物取扱責任者となることはできません。 

ア 薬剤師（第１号） 

イ 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者（第２号） 

ウ 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者（第３号） 

・ 次の者は、毒物劇物取扱責任者となることができません。 

ア 18歳未満の者 

イ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労

働省令で定めるもの 

ウ 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

エ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、

又は執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過していない者 
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２ 届出不要業務上取扱者について （法第 22条第５項） 

すべての毒物劇物を業務上取り扱う者で、毒物劇物営業者、法第 22条第 1項該当者、特定毒物研究

者以外の者が該当します。 

例：工場、事務所、研究所、学校などで毒物劇物を使用、消費等する者で 

毒物劇物を製造、輸入、販売（授与）などしない者 

 

 

３ 毒物劇物業務上取扱者の設備基準等留意事項 

毒物劇物による危害を防止するためには、要届出業務上取扱者及び届出不要業務上取扱者に該当す

る事業者については、次に示す法に基づく毒物劇物業務上取扱者の留意点を遵守しなければなりませ

ん。 

 

(2) 

～～～毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類～～～ 

※すべての書類について原本確認が必要です。必ず原本をご持参ください。 

（第１号）薬剤師免許証の写し 

（第２号）次による卒業証明書又は成績証明書（修得単位が確認できるもの） 

ア 大学等 

(ｱ) 薬学部 

(ｲ) 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等 

(ｳ) 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科・農芸化学科・農産化学科・園芸化学科・水

産化学科・生物化学工学科・畜産化学科・食品化学科等 

(ｴ) 工学部の応用化学科・工業化学科・化学工学科・合成化学科・合成化学工学科・応用電気

化学科・化学有機工学科・燃料化学科・高分子化学科・染色化学工学科等 

   (ｵ) 上記以外で化学に関する授業科目の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50％以上

である学科 

(ｱ)～(ｴ)は卒業証明書の写し  

(ｵ)は卒業証明書の写し及び成績証明書の写し（修得単位数が確認できるもの） 

  イ 高等専門学校において、工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者 

 ⇒卒業証明書の写し 

  ウ 専門学校又は高等学校において、応用化学に関する学課を修了し、化学に関する科目を 30

単位以上修得した者 

    ⇒卒業証明書の写し及び成績証明書の写し：修得単位が確認できるもの 

（第３号）合格証の写し（都道府県等が行う毒物劇物取扱者試験） 

※毒物劇物業務上取扱者の場合、一般毒物劇物取扱者試験合格者のみ認められます。 

※ 第２号において資格者であるか判断に迷われた場合はご相談ください。 

※ 成績証明書等で卒業学科や卒業年月日が確認できる場合は、卒業証明書の写しは省略できます。 
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⑴ 保管・管理・取扱い(法第 11条) 

ア 毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

(法第 11条第１項) 

(ｱ) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物とを貯蔵、陳列等する場所と明確に区分され

た毒劇物専用のものとし、鍵をかける設備等のある堅固な施設とすること。 

(ｲ) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人

が容易に近づけない措置を講ずること。 

イ 毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であって政令で定めるものがその事業所

の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防

ぐのに必要な措置を講じなければならない。(法第 11条第２項) 

ウ その事業所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、こ

れらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければな

らない。(法第 11条第３項) 

エ 毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使

用される物を使用してはならない。(法第 11条第４項) 

 

⑵ 表示(法第 12条) 

ア 毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒

物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。(法

第 12条第１項) 

イ 毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、

劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。(法第 12条第３項) 

 

  ⑶ 毒物劇物の譲渡手続き(法第 14条) 

毒物劇物を購入する場合、毒物劇物販売業の登録を有する者から購入する。購入の際、次の事項

を記載し、押印した書面の提出が必要となる。(法第 14条) 

① 毒物劇物の名称、数量 
② 購入年月日 
③ 氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 
④ 押印 

    

⑷ 廃棄(法第 15条の２) 

毒物若しくは劇物又は法第 11 条第２項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令

で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。(法第 15条の２) 

※ 毒物劇物の廃棄については、本法以外にも廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止

法、大気汚染防止法といった他法令も遵守する必要があります。 

※ 第 11条第２項に規定する政令で定める物 

※ 令第 38条 法第 11条第２項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。 
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一 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が１リツトルにつき１ミ

リグラム以下のものを除く。) 

二 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液

体状の物(水で 10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数 2.0から 12.0までのもの

を除く。) 

２ 前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。 

 

⑸ 事故の際の措置(法第 16条の２) 

  取り扱う毒物劇物が事業所の外に飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合

において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、

保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応

急の措置を講じなければならない。(法第 16条の２)     

※ 保健衛生上の危害を防止するため、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱につ

いて、技術上の基準を定めていますので、お問い合わせください。 

 

⑹ 運送の事業の設備について（法第 16条） 

ア 事業場 

毒物又は劇物の運送に関して、車両の選択、乗務員の指定、車両の保安、運転手の健康管

理等について実地に掌握し、毒物劇物の運送の安全性について実地に管理できる場所を設け

ること。 

イ 車両 

(ｱ) 1 回の運搬量が 5,000 キログラム以上(液体・気体)の積載車両には、大きさが 0.3 メー

トル平方で地を黒色、文字を白色として｢毒｣と表示した標識を車両の前後の見やすい箇所

に掲げること。 

(ｲ) 車両には保護具を備えること。 

・ 防毒マスクは、空気呼吸器又は酸素呼吸器で代替させることができる。 

・ 防毒マスクは、隔離式全面形のものに、空気呼吸器又は酸素呼吸器は、全面形のものに

限る。 

・ 保護眼鏡は、プラスチック製一眼型のものに限る。 

・ 保護手袋、保護長ぐつ及び保護衣は、対象とする毒物又は劇物に対して不浸透性のもの

に限る。 

(ｳ) 運送時の事故により、毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込ん

だ場合に備えるために、運搬車両にイエロー・カードを備えること。 

※ 他の法律(消防法、高圧ガス取締法等)の規制を受ける場合は、それぞれの基準にも従ってく

ださい。
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毒物及び劇物取締法施行規則 別記第 18号様式（第 18条関係） 

 

毒物劇物業務上取扱者届書  

 

事 業 場 

種 類 

令第 41条第  ○ 号に規定する事業 

名 称 

△△ 株式会社 

所 在 地 

〒５７２－８５５５ 

大阪府寝屋川市本町○番○号 

（電話 072－○○○－○○○○ ） 

取 扱 品 目 

 

備 考 
法第 22条第１項に該当することとなった年月日：     年   月   日 

 

上記により、毒物劇物業務上取扱者の届出をします。 

 

    年    月    日 

 

住 所  〒△△△－△△△△ 

 東京都○○区○○町○丁目○番○号 

 

 

                 氏 名  △△ 株式会社 

                           代表取締役 ○○ ○○ 

 

        

 

 

寝屋川市長   様 

                    

 【連絡先】 TEL 072‐○○○－○○○○ 

                          担当者 ○○ ○○ 

 

 

記載例 

法人にあつては､主た 

る事務所の所在地 

法人にあつては､名称 

及び代表者の氏名 

第１号：電気めっきを行う事業 

第２号：金属熱処理を行う事業 

第３号：毒物劇物の運送の事業 

第４号：しろありの防除を行う事業 

提出日を記載 

法人の場合は登記さ

れた本店の所在地、

商号及び代表者の役

職名、氏名を記載 

 


